
矢板市公告第２１号

　下記森林について、森林経営管理法第３５条第１項の規定により経営管理実施権配分計画を定める

こととしたため、同法第３７条第１項の規定により公告します。

　なお、定めた経営管理実施権配分計画については、下記の場所において縦覧に供します。

１　経営管理実施権配分計画対象森林

整理番号 所 在・地 番 林班・小班 地目 面積（ha）
経営管理実施権

の存続期間
備　考

矢板市安沢字山久保2,235番6 　26-ｱ-29 0.4380

矢板市安沢字山久保2,235番16 　26-ｱ-4 0.5826

矢板市安沢字中丸2,230番22 　27-ｳ-7B 0.2692

1.2898

２　経営管理実施権の設定を受ける林業経営者

３　縦覧場所

（１）矢板市経済部農林課

（２）矢板市ホームページ

４　本公告により、森林所有者及び矢板市に経営管理受益権が、２の林業経営者に経営管理実施権が

　設定されます。

　電　話　番　号 　０２８７－４３－３７９１

公　　告

令和６年４月１日

矢板市長　齋藤　淳一郎
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